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米子市障がい者支援プラン 2024(素案)に対する

パブリックコメントの結果について

１ 意見募集結果について

⑴ 結果の概要

⑵ 提出意見

① 提出方法（７人）

② 意見のあった部分（49 件）

２ 意見及び市の考え方（案）

⑴ 米子市障がい者計画（30 件）

募集期間 令和６年１月 18 日（木）～２月 16 日（金） （30 日間）

資料公開場所 市役所本庁舎、淀江支所、米子市福祉保健総合センター（ふれあいの里）、

米子市心身障害者福祉センター、米子サン・アビリティ－ズ、市内各公民館

意見提出者数 ７人

意見件数 49 件

提出方法 人数

持参 ０人

電子メール ４人

ファクシミリ １人

電子申請 ２人

区分 件数

障がい者計画 30 件

障がい福祉計画・障がい児福祉計画 ７件

その他 12 件

No 頁 意 見（概要） 市の考え方（案）

１ 44 ５ 分野別の取組

(1) 安心・安全な生活環境の整備

【基本的な考え方】

「障がいのある人の安心・安全のため、ア

クセシビリティに配慮した施設の整備な

ど、・・・」を、「アクセシビリティに配慮

した、計画、設計、施設、サービス提供の

整備など、・・・」と、文言を追加しては

どうか。

施設整備において計画や設計を含めた

取組については、【取組方針】③におい

て、その趣旨を記載しています。

２ 44 ５ 分野別の取組

(1) 安心・安全な生活環境の整備

【取組方針】②移動しやすい環境の整備

本記載は、今後の方向性を示すものであ

り、個別の施策については、当事者や事

業者のご意見を踏まえ、担当課において

検討することとしています。
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公共交通機関のバリアフリー化推進につ

いて、バリアフリー化として行う具体的な

取組内容を記載してはどうか。

３ 45 ５ 分野別の取組

(1) 安心・安全な生活環境の整備

【取組方針】③アクセシビリティに配慮

した施設の推進

表題を「③アクセシビリティに配慮した施

設とサービス提供の推進」とし、施設だけ

でなくサービス提供の配慮についても記

載し、重要性を明確にしてはどうか。

サービス提供に係るアクセシビリティ

の重要性は理解していますが、本項目

は、施設についての方針を示しており、

サービス提供の面でのアクセシビリテ

ィへの配慮については、【取組方針】⑥あ

いサポート運動等の推進のなかで取り

組むこととしています。

４ 45 ５ 分野別の取組

(1) 安心・安全な生活環境の整備

【取組方針】③アクセシビリティに配慮

した施設の推進

「鳥取県福祉のまちづくり条例」で明文化

されたロービジョン者への配慮について

記載し、理解が深まるようにしてはどう

か。

本項目は、障がい有無にかかわりなく、

誰もが住みやすいまちづくりに向けた

整備の方針を記載しています。ロービジ

ョン者に対する配慮についてのご意見

については参考にさせていただきます。

５ 45 ５ 分野別の取組

(1) 安心・安全な生活環境の整備

【取組方針】④障がいのある人に配慮し

たまちづくりの総合的な推進

障がいのある人に配慮したまちづくりに

ついて、ロービジョン者に対する配慮に基

づく整備について記載してはどうか。

また、歩行訓練士による歩行訓練の実施や

同行援護への理解と従業者育成などにつ

いても記載してはどうか。

本項目は、障がい有無にかかわりなく、

誰もが住みやすいまちづくりに向けた

整備の方針を記載しています。ロービジ

ョン者に対する配慮についてのご意見

については参考にさせていただきます。

６ 45 ５ 分野別の取組

(1) 安心・安全な生活環境の整備

【取組方針】

【基本的な考え方】の中の「心のバリアフ

リー」について、取組方針に項目として記

載し、障がいへの理解と協力が進むように

してはどうか。

「心のバリアフリー」については、安

心・安全な生活環境の整備の全体に反映

すべき概念として記載していますが、具

体的な取組については【取組方針】⑤あ

いサポート運動等の推進のなかで取り

組むこととしています。

７ 47 ５ 分野別の取組

(2) 情報アクセシビリティの向上と意思

疎通支援の充実

【取組方針】

【取組方針】として「ｍ者等の読書環境整

備の基本計画策定」を加え、情報提供方法

や人材育成について記載してはどうか。

読書環境の整備については、分野別の取

組(10)文化芸術活動・スポーツに親しむ

ための支援の【取組方針】①文化芸術活

動への支援の中に、「読書バリアフリー

法」について記載しており、様々な障が

い特性の方に向けた配慮に取り組むこ

ととしています。

８ 47 ５ 分野別の取組

(2) 情報アクセシビリティの向上と意思

ウェブアクセシビリティは、誰もがウェ

ブサイト等で提供される情報や機能を
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疎通支援の充実

【取組方針】①情報提供の充実

市は発信する情報提供の方法について、市

公式ホームページが視覚障がいのある人

に配慮したものになるよう画像への音声

説明やテキスト化など、ウェブアクセシビ

リティの内容について具体例を記載して

はどうか。

支障なく利用できるようにすることで

あり、本市としても障がいの種別や特性

等にかかわりなく利用できるよう引き

続き取り組んでいくこととしています。

９ 47 ５ 分野別の取組

(2) 情報アクセシビリティの向上と意思

疎通支援の充実

【取組方針】①情報提供の充実

市報は点字版や音声版だけでなく、「ルビ

付き版」や「大文字版」もあるとよいので

はないか。

情報提供の方法については、様々な手段

があることから、引き続き検討すること

としています。

10 47 ５ 分野別の取組

(2) 情報アクセシビリティの向上と意思

疎通支援の充実

【取組方針】②意思疎通支援の充実

「手話通釈者や要約筆記者をはじめ、点

訳、代読、代筆、視覚福祉機器による読み

書き訓練、情報機器操作訓練及び支援、朗

読奉仕員等の育成と派遣を行うととも

に・・・。」とし、みえない・みえにくい

人への意思疎通支援の充実及び人材育成

について記載してはどうか。

みえない・みえにくい人に対する意思疎

通のための取組については、人材育成を

含めて課題があることは認識していま

す。代読・代筆等での意思疎通支援の充

実に向けて、引き続き検討していくこと

としています。

11 47 ５ 分野別の取組

(2) 情報アクセシビリティの向上と意思

疎通支援の充実

【取組方針】②意思疎通支援の充実

市は、手話言語の理解普及促進に係る具体

的な施策に取り組んでほしい。9月 23 日

の手話言語の国際デーに行われるブルー

ライトアップなどを通じて手話言語の普

及促進に取組とともに、市立図書館や学校

図書館への手話言語に関する書籍の充実

を進めてほしい。

手話言語の普及促進については、手話言

語の国際デーに行われる「ブルーライト

アップ」などを通じて引き続き取り組ん

でいくこととしています。

また、学校等への手話言語に関する書籍

の充実については取組を進めています。

12 48 ５ 分野別の取組

(2) 情報アクセシビリティの向上と意思

疎通支援の充実

【取組方針】③行政情報のアクセシビリテ

ィの向上

行政文書における音声コードの添付につ

いて、早期に実現してほしい。

行政文書への音声コードの添付につい

ては、継続して検討することとしていま

す。

13 48 ５ 分野別の取組 連絡先や問い合わせ方法については、実
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(2) 情報アクセシビリティの向上と意思

疎通支援の充実

【取組方針】③行政情報のアクセシビリテ

ィの向上

行政文書の問い合わせ、連絡先には、メー

ルアドレスや、問合せフォームの掲載があ

るとよいのではないか。

施しているものは記載するとともに、新

たな方法についても引き続き検討する

こととしています。

14 50 ５ 分野別の取組

(3) 安心・安全のための防災、防犯等の推

進

【取組方針】②緊急通報・避難体制の整備

災害時に、きこえない、きこえにくい人を

対象とした二次避難所を設置することで、

情報保障や合理的配慮の提供がスムーズ

にできるのではないか。

この２次避難所には、「アイ・ドラゴンⅣ」

など情報保障機器の設置は不可欠と考え

る。

障がい特性に応じた避難所の設置・運営

などに関しては、本市の防災担当部署と

も連携を図りながら、検討することとし

ています。

15 50 ５ 分野別の取組

(3) 安心・安全のための防災、防犯等の推

進

【取組方針】②緊急通報・避難体制の整備

災害時、外見で障がいのある人と分からな

い方の発見・誘導方法や観光客への対応な

どについて、また避難所までの障がい特性

に応じた誘導方法について研究してほし

い。

障がい特性に応じた避難所の設置・運営

などに関しては、本市の防災担当部署と

も連携を図りながら、検討することとし

ています。

16 50 ５ 分野別の取組

(3) 安心・安全のための防災、防犯等の推

進

【取組方針】②緊急通報・避難体制の整備

避難所の整備について、障がい特性や医療

的ケアが必要な方は、通常の避難所の利用

しづらさや介助ができないなど、設備や備

品などの整備面や、運営体制の面で課題が

ある。

障がい特性に応じた避難所の設置・運営

などに関しては、本市の防災担当部署と

も連携を図りながら、検討することとし

ています。

17 51 ５ 分野別の取組

(4) 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待

の防止

【取組方針】①障がいを理由とする差別の

解消の推進

【取組方針】①の表題を「社会のあらゆる

場面における障がいを理由とする差別の

解消の推進」に修正し、より広い範囲を対

象としてはどうか。

【基本的な考え】のなかで、障がいを理

由とする差別の解消の推進は、社会のあ

らゆる場面を想定したものと記載して

おり、本分野別の取組の前提になってい

るものと考えており、【取組方針】にも反

映しているものと考えています。

また、福祉サービスにおいて、本人の意

思に反した異性介助がないよう、事業者

に周知を図ります。
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また、①に「福祉サービスの提供時におけ

る利用者の意思に反した異性介助が行わ

れることがないような取組の推進」につい

て記載してはどうか。

18 53 ５ 分野別の取組

(5) 自立した生活の支援・意思決定支援の

推進

【取組方針】②相談支援体制の構築

【取組方針】②の表題を、国の第５次障害

者計画の文言に準じて「相談支援体制の充

実、強化」としてはどうか。

本市においては、相談支援専門員の不足

など十分な体制が構築できていない面

もあることから、「構築」していくことが

重要だと考えていますが、計画において

は充実・強化に向けた取組も進めること

としています。

19 55

63

５ 分野別の取組

(5) 自立した生活の支援・意思決定支援の

推進

【取組方針】④障がいのある児童及び家族

に対する支援の充実

(9) 教育の充実

【基本的な考え】

就学前や小中学校に在籍するきこえな

い・きこえにくい子どもが取り残されない

よう、検証が必要と考える。特に手話言語

をはじめとするコミュニケーション手段

の確保は必要不可欠と考えられるため、環

境整備を推進してほしい。

未就学児については、当該園の保育士等が

県立鳥取聾学校（本校）と連携を取りながら、

カード・手話・マカトン等によるコミュニケ

ーションの方法を学び実践するなどし、支援

を行っています。

公立小中学校に在籍する、きこえない・き

こえにくい子どもについては、就学前との切

れ目ない支援体制の中で情報を共有すると

ともに、その後の学校生活においても把握に

努めています。また、本市教育支援委員会に

おける専門家の判断を受けて学びの場を決

定し、難聴学級において専門的な支援を行っ

たり、通常の学級においてロジャーなどの合

理的配慮を行ったりしています。教職員の配

置については、そういったニーズのある児童

生徒が在籍する学校に、専門性の高い教員の

配置に努めるとともに、状況によっては、県

立鳥取聾学校ひまわり分校と連携しながら、

児童生徒が安心して授業に参加でき、学習内

容の理解を深めることができるよう、教材や

指導に対する助言をもらっています。

引き続き、きこえない・きこえにくい子ども

の学びをしっかりと保障できるよう、環境整

備に努めていくこととしています。

20 57 ５ 分野別の取組

(6) 保健・医療の推進

【基本的な考え】

【取組方針】②保健・医療の充実等

障がいのある人が地域で必要な医療やリ

ハビリテーションだけでなく、メンタルヘ

ルスについても受けられるよう文言を追

加し、本人や家族の不安への対応の重要性

を記載すべき。

メンタルヘルスについては、「必要な医

療」のなかで対応することとしています

が、メンタルヘルスへの対応は重要なこ

とだと考えており、引き続き取組を進め

ていくこととしています。

21 59 ５ 分野別の取組

(7) 行政サービス等における配慮

【取組方針】①職員研修の実施

窓口における、きこえない・きこえにく

い人との意思疎通については、手話言語

だけでなく、職員が障がい特性を理解

し、相手の障がいの程度や状況、ご希望
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米子市役所職員の手話言語取得の促進に

ついて記載があるが、きこえない・きこえ

にくい人全てが手話を理解できるわけで

はないので、傾倒しすぎないようにしてほ

しい。

に沿ったコミュニケーションや支援が

できるよう、引き続き取り組んでいくこ

ととしています。

22 59 ５ 分野別の取組

(7) 行政サービス等における配慮

【取組方針】②窓口等における配慮

窓口等において、みえない・みえにくい人

への障がい特性に配慮した対応について、

その内容を明確にするため、「代読・代筆、

案内誘導などを行う」との文言を追加して

ほしい。

窓口における、みえない・みえにくい人

との意思疎通については、代読や代筆、

案内誘導などの方法について、職員が障

がい特性を理解し、相手の障がいの程度

や状況、ご希望に沿ったコミュニケーシ

ョンや支援ができるよう、引き続き取り

組んでいくこととしています。

23 59 ５ 分野別の取組

(7) 行政サービス等における配慮

【取組方針】②窓口等における配慮

窓口等において、みえない・みえにくい人

への障がい特性に配慮した対応について、

その内容を明確にするため、「代読・代筆、

案内誘導などを行う」との文言を追加して

ほしい。

窓口における、みえない・みえにくい人

との意思疎通については、代読や代筆、

案内誘導などの方法について、職員が障

がい特性を理解し、相手の障がいの程度

や状況、ご希望に沿ったコミュニケーシ

ョンや支援ができるよう、引き続き取り

組んでいくこととしています。

24 59 ５ 分野別の取組

(7) 行政サービス等における配慮

【取組方針】②窓口等における配慮

手話通訳者の配置について記載があるが、

要約筆記者の配置も検討いただきたい。

要約筆記者の配置については、現時点で

は考えておりませんが、筆談は、窓口に

おけるきこえない・きこえにくい人との

意思疎通の方法の一つであり、職員が障

がい特性を理解し、相手の障がいの程度

や状況、ご希望に沿ったコミュニケーシ

ョンや支援ができるよう、引き続き取り

組んでいくこととしています。

25 59 ５ 分野別の取組

(7) 行政サービス等における配慮

【取組方針】②窓口等における配慮

障がいのある人への窓口等での対応につ

いて、（一社）全日本難聴者・中途失聴者

団体連合会の推奨する「耳マーク」も、手

話マークや筆談マークと同様に設置し、中

途失聴者や難聴者への理解も深めてほし

い。

きこえない・きこえにくい人への配慮を

表す耳マークについては、市役所の複数

の窓口に設置していますが、今後もその

普及に努めることで、きこえない・きこ

えにくい人へのコミュニケーションの

配慮に取り組んでいきます。

26 60 ５ 分野別の取組

(7) 行政サービス等における配慮

【取組方針】③選挙等における配慮

選挙に係る通知等の情報保障について、み

えない・みえにくい人への具体的な対応は

どのようにされるのか

投票に関しては点字投票用紙などを作

成し、みえない・みえにくい人への対応

を行っていますが、選挙公報に関する点

字版、録音版などの作成に関しては、時

間的な制約も大きく、実現していませ

ん。今後も、継続して検討していくこと

としています。

27 60 ５ 分野別の取組

(7) 行政サービス等における配慮

投票に関しては点字投票用紙などを作

成し、みえない・みえにくい人への対応
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⑵ 米子市障がい福祉計画・障がい児福祉計画（７件）

【取組方針】③選挙等における配慮

選挙広報の点字版、録音版、拡大文字版の

発行に努める旨の記載の追加を希望する。

を行っていますが、選挙公報に関する点

字版、録音版などの作成に関しては、時

間的な制約も大きく、実現していませ

ん。今後も、継続して検討していくこと

としています。

28 61 ５ 分野別の取組

(8) 雇用・就業、経済的自立の支援

【取組方針】①総合的な就労支援

障害者就業・生活支援センターの支援対象

者について、より明確にするため「すべて

の」障がい者が対象であることを記載すべ

き。

障害者就業・生活支援センターは、障が

いの種別や程度、中途か否かにかかわら

ず、すべて障がいのある人を支援の対象

として事業を実施されていると考えて

います。

29 65 ５ 分野別の取組

(10) 文化芸術活動・スポーツに親しむた

めの支援

【基本的な考え】

障がいのある人が文化芸術活動・スポーツ

に親しむためには、地域にその推進組織が

ないことが課題と考える。調査では障がい

のない人に比べて約半分程度しか活動し

ていないといわれているため、ぜひ組織作

りを進めてほしい。

障がいにかかわらず文化芸術活動・スポ

ーツ活動の推進組織の重要性について

のご意見については参考にさせていた

だきます。

30 66 ５ 分野別の取組

(10) 文化芸術活動・スポーツに親しむた

めの支援

【取組方針】②スポーツに親しむための支

援等

2025 年に東京でデフリンピックが開催さ

れる。市としても広報やデフスポーツその

ものの普及に取り組んでほしい。

障がい者スポーツの大会であるデフリ

ンピックやスペシャルオリンピックス

などの周知や、障がい者スポーツの普及

促進について、引き続き取り組んでいく

こととしています。

No 頁 意見（概要） 市の考え方（案）

31 69 ２ 作成する目的・基本的な考え方

（7）障がいのある人の社会参加を支える

取組定着

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニ

ケーション施策推進法」の主旨を踏まえ、

中途失聴者・難聴者の社会参加における情

報保障のため、講演会などでは手話通訳者

だけでなく、要約筆記者をセットで配置す

るようにしていただきたい。

市が主催するイベント等における要約

筆記者の配置については、その必要性に

ついて周知を図り、必要に応じた配置に

ついて取組を進めていきたいと考えま

す。

32 84 ５ 障がい福祉サービスの見込量と見込

量確保のための方策

(1) 訪問系サービス（介護給付）

②サービスの見込量

同行援護の見込量については、新型コロ

ナウイルス感染症の影響が比較的少な

い令和元年度および令和５年度の利用

実績も加味して設定しています。利用ニ
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同行援護のサービス見込量の設定数値が

低いと思われるので、上乗せをしてほし

い。近年コロナ禍で外出機会の減少などの

状況にあったが、今後回復し、さらに上昇

することが想定されるため。

ーズを満たすことができるよう、福祉人

材の確保について、事業所等と連携して

取り組みます。

33 90 ５ 障がい福祉サービスの見込量と見込

量確保のための方策

(3) 居住系サービス（介護給付・訓練等

給付・地域生活支援拠点等）

③見込量確保のための方策

行動障がいのある人や医療的ケアが必要

な人などが利用するグループホームがニ

ーズを満たせていない、との記載がある

が、視覚障がいのある人についても記載を

してほしい。

さまざまな障がい特性や支援ニーズに

対応したグループホームは増えつつあ

りますが、みえない・みえにくい人への

支援が可能なグループホームがないこ

とは承知をしています。

引き続き、障がい特性に応じた支援がで

きるグループホームの整備について促

進していくこととします。

34 90 ５ 障がい福祉サービスの見込量と見込

量確保のための方策

(3) 居住系サービス（介護給付・訓練等

給付・地域生活支援拠点等）

③見込量確保のための方策

行動障がいのある人や医療的ケアが必要

な人などが利用するグループホームがニ

ーズを満たせていない、との記載がある

が、視覚障がいのある人が利用可能なグル

ープホームもない。

さまざまな障がい特性や支援ニーズに

対応したグループホームは増えつつあ

りますが、みえない・みえにくい人への

支援が可能なグループホームがないこ

とは承知をしています。

引き続き、障がい特性に応じた支援がで

きるグループホームの整備について促

進していくこととします。

35 103 ７ 地域生活支援事業

【必須事業】 (6)意思疎通支援事業

②今後の方針

みえない・みえにくい人への代読や点訳等

の支援について検討するとの記載がある

が、点訳等の支援や代筆・代読支援を実施

するとの記載に変更を希望する。代筆・代

読支援のニーズへの対応として、米子市が

県をリードする形で取り組んでほしい。

記載を「みえない・みえにくい人への点

訳等の支援や代筆・代読支援についても

検討していきます」に変更します。また、

地域生活支援事業の意思疎通支援事業

の一つとして、代読・代筆支援を行うこ

とについては、今後サービス提供体制の

ことを含め、市及び関係機関と協議して

いきたいと考えます。

36 103 ７ 地域生活支援事業

【必須事業】 (6)意思疎通支援事業

②今後の方針

公文書などのバリアフリー化が進まない

中で、読書バリアフリー法などに鑑み、み

えない・みえにくい人への代読・代筆支援

を必須化してほしい。

地域生活支援事業の意思疎通支援事業

の一つとして、代読・代筆支援を行うこ

とについては、今後サービス提供体制の

ことを含め、市及び関係機関と協議して

いきたいと考えます。

37 106 地域生活支援事業（サービスの見込量）

表中「意思疎通支援事業」の中に「代筆・

代読者派遣」の項目を設け、見込量を記載

地域生活支援事業の意思疎通支援事業

の一つとして、代読・代筆支援を行うこ

となった場合は、見込量の設定を行うこ

ととなります。
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⑶ その他（12 件）

してほしい。

No 頁 意見（概要） 市の考え方（案）

38 6 第１部 米子市障がい者支援プラン 2024

の概要

１ 米子市障がい者支援プラン 2024 に

ついて

３ 計画期間及び構成 （1）第２期米子

市障がい者計画

本市の障がい福祉計画では、「基本的な考

え」及び「基本的な視点」として示してい

るが、国の第５次障害者基本計画の概要で

は「基本理念」及び「基本原則」としてお

り、本市計画も国に準じてはどうか。

第５次障害者基本計画の概要における

項目を基本としつつ、本市の考えや方針

に最も即した表題として計画を構成し

ています。

39 7 第１部 米子市障がい者支援プラン 2024

の概要

１ 米子市障がい者支援プラン 2024 に

ついて

４ 基本的な考え

「基本的な考え」を「基本理念」としては

どうか。

第５次障害者基本計画の概要における

項目を基本としつつ、本市の考えや方針

に最も即した表題として計画を構成し

ています。

40 7 第１部 米子市障がい者支援プラン 2024

の概要

１ 米子市障がい者支援プラン 2024 に

ついて

４ 基本的な考え

文言中、「共生社会の実現に向け、」の前に

「インクルージョンの理念のもと」を入れ

てはどうか。

共生社会の実現のためには、インクルー

ジョンの考え方やそれに基づく施策は

欠かすことができないものと認識して

います。本支援プラン全体を通して、イ

ンクルージョンの重要性を踏まえた記

載としています。

41 8 第１部 米子市障がい者支援プラン 2024

の概要

１ 米子市障がい者支援プラン 2024 に

ついて

５ 「障がいのある人」・「障がいのある

児童」とは

盲ろう者は視覚と聴覚の障がいが重複す

る人のことだが、法令的には規定がないた

め、視覚障がい、聴覚障がいのそれぞれで

行われている支援や配慮を、併せて受ける

ことができないなどの課題がある。

支援の範囲にあてはまらない可能性のあ

る障がいのある人に対する考えを記載し

てほしい。

本項目は、「障害者」・「障害児」について

法令上の範囲を示したものですが、福祉

サービスなどの利用対象者は、各制度の

なかで定められています。

盲ろうの人のように、制度の狭間で必要

な支援を受けることが難しい場合につ

いては、市役所や相談支援専門員にお問

い合わせください。

42 12 第２部 障がいのある人の現状

１ 障害者手帳取得者数の状況

支援プランには、基礎的資料として各障

害者手帳の所持者の障がいの種別や等
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（2）障害者手帳所持者数の状況

障害者手帳の所持者について、年代別と高

齢化率を加え、障がいのある人の高齢化の

状況を示してはどうか。

また、難病者数も記載してはどうか。

級別の状況を記載していますが、年齢階

層別の状況については、現時点で記載は

考えていません。今後の計画策定のなか

で、年齢階層に応じた施策の必要性が生

じた場合には、検討することとします。

また、難病者数については、市で把握し

ていないため記載していません。

43 12 第２部 障がいのある人の現状

１ 障害者手帳所持者数の状況

（2）障害者手帳所持者数の状況

各年度の障害者手帳取得者数の表に、米子

市及び国の総人口に対する障がい者数比

率を記載し、障がいのある人の高齢化の状

況を明確にしてはどうか。

支援プランのなかで、米子市及び国の総

人口に対する障がい者数比率の状況に

ついては、現時点で記載は考えていませ

ん。今後の計画策定のなかで、基礎的資

料としてデータの必要性が生じた場合

は検討することとします。

44 14 第２部 障がいのある人の現状

２ 身体障がいのある人の状況

（3）主な障がいの種類別身体障害者手帳

所持者の数

身体障害者手帳の障がいの種類別で、「内

部」で集約されいる各障がい種別につい

て、それぞれ所持者数を記載してはどう

か。

記載することにより、内部障がいへの理解

を深める活動につながると考える。

内部障がいに含まれる障がい種別につ

いては、欄外に記載しています。

それぞれの所持者数については、所持者

数が非常に少ないもののあることから

記載することは考えていません。

内部障がいをはじめとする障がい特性

への理解については、あいサポート運動

等を通じて、啓発に努めていくこととし

ています。

45 18 第２部 障がいのある人の現状

５ 障がいのある児童の状況

（1）特別支援学級等の状況

①小学校における特別支援学級に在籍す

る児童の状況 ア 児童数

全児童数と特別支援学級在籍児童数の比

率を示し、今後の支援体制の検討につなげ

てはどうか。

全児童数と特別支援学級に在籍する児

童数の比率の推移にかかわらず、障がい

のある児童に対する支援体制の構築に

ついて、教育分野と福祉分野が連携して

推進することとしています。

46 21 第２部 障がいのある人の現状

６ 障がいのある人の雇用状況

各障がい種別ごとに「離職者数と離職理

由」のデータを記載することで、今後の離

職対策に活用してはどうか。

本市では、離職者数と離職理由の状況は

把握していません。

今後も地域の関係機関と連携して、障が

いのある人の就労定着に取り組むこと

としています。

47 ‐ 計画の進捗管理についても計画に記載し、

どのような評価を行うのか記載すべきと

考える。

各計画の進捗管理については、「第１部

米子市障がい者支援プラン 2024の概要」

の「８ 計画の実施状況の管理体制」に

記載しているとおり、「米子市障がい者

計画等推進委員会」を設置し、毎年度、

計画の実施状況の把握、点検及び検証を

行い、施策及び事業の適切な実施に努め

ることとしています。
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48 ‐ 毎年 12 月 3 日から 9日の障害者週間にお

いて、共生社会実現のため、各関係機関と

連携して障がい者への理解を深める啓発

事業を行うことを記載してほしい。

支援プランのなかで、障害者週間につい

ての記載はしていませんが、障がい者へ

の理解を深める啓発事業の必要性は認

識しており、啓発事業の実施について、

今後検討していくこととしています。

49 - ヒアリングの対象は当事者団体だけでな

く、当事者個人も対象としてほしい。

個人からのヒアリングについては、対象

者の選定が困難なことなどから実施は

考えていませんが、障がいのある人の現

状やニーズについては、ニーズ調査など

あらゆる場面を通じて把握に努めるこ

ととしています。


